
第１号様式（法第７５条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルを利用 

する事務を所管する組織

の名称 

くらし安心部戸籍住民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、併せて住民に

関する記録の適正な管理を図る。 

記 録 項 目 
氏名、生年月日、住所、性別、続柄、本籍・国籍、前住

所、住民年月日、住定年月日 

記 録 範 囲 住民異動届出を行った者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 住民異動届出 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）秦野市くらし安心部戸籍住民課 

（所在地）〒２５７－８５０１ 

     秦野市桜町一丁目３番２号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該

当するファイル 

□有 ■無 
 

 

 

 

備  考  



第１号様式（法第７５条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録原票 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルを利用 

する事務を所管する組織

の名称 

くらし安心部戸籍住民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

秦野市における印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることによ

り、市民の利便を増進し及び取引の安全に役立てることを目的とする。 

記 録 項 目 氏名、生年月日、住所、印影 

記 録 範 囲 印鑑登録申請を行った者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 印鑑登録申請 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）秦野市くらし安心部戸籍住民課 

（所在地）〒２５７－８５０１ 

     秦野市桜町一丁目３番２号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該

当するファイル 

□有 ■無 
 

 

 

 

備  考  

 



第１号様式（法第７５条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 戸籍簿（除籍簿、改製原戸籍簿含む） 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルを利用 

する事務を所管する組織

の名称 

くらし安心部戸籍住民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
住民の親族的な身分関係を登録・公証する。 

記 録 項 目 本籍、筆頭者、氏名、生年月日、性別、続柄、身分事項 

記 録 範 囲 戸籍届出を行った者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 戸籍届出 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）秦野市くらし安心部戸籍住民課 

（所在地）〒２５７－８５０１ 

     秦野市桜町一丁目３番２号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該

当するファイル 

□有 ■無 
 

 

 

 

備  考  

 
 



第１号様式（法第７５条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 住居表示台帳 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルを利用 

する事務を所管する組織

の名称 

くらし安心部戸籍住民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
合理的な住居表示の制度を実施する。 

記 録 項 目 氏名、住所 

記 録 範 囲 住居表示設定を行った者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 住居表示設定届 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）秦野市くらし安心部戸籍住民課 

（所在地）〒２５７－８５０１ 

     秦野市桜町一丁目３番２号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該

当するファイル 

□有 ■無 
 

 

 

 

備  考  

 
 


